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第２３期佐世保市農業委員会第３５回総会議事録 

 

１ 開催日時  令和２年４月２７日（月） １３時３０分から１５時００分 

 

２ 開催場所  佐世保市役所 ４階 全員協議会室 

 

３ 出席農業委員（１８名） 

 

４ 欠席農業委員（１名） 

   ４番   長谷川 清美 

 

５ 出席推進委員 

   無し 

 

６ 農業委員会事務局職員 

事 務 局 局 長  中里 忠義 

事 務 局 次 長  菊永 朋美 

事 務 局 係 長  博多屋 孝昭 

事 務 局 主 査  藤 和弘 

事 務 局 主 査  岩佐 隆志 

事 務 局 主 査  岩崎 孝典 

事務局主任主事  田中 豊 

事務局主任主事  牟田 雄介 

 

７ 議事日程 

議事録署名委員の指名 

 

第３５２号議案  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第３５３号議案  農地改良届について 

委員  １番   有馬 秀志 

委員  ２番     川上 宗康 

委員  ３番   阿波 茂敏 

委員  ５番   八並 秀敏（会長） 

委員  ６番   浦  清一 

委員  ７番   川口 勇二 

委員  ８番   小川 德衛 

委員  ９番   井手 源一郎 

委員 １０番     辻  茂樹 

委員 １１番   近藤  誠 

委員 １２番   冨川 利光 

委員 １３番   水口 一男 

委員 １４番   田中 広昭 

委員 １５番   西尾 政喜 

委員 １６番   赤木 行秀 

委員 １７番   松永 信義（副会長） 

委員 １８番   内野 正実 

委員 １９番   大宅 和子 
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第３５４号議案  非農地証明願について 

第３５５号議案  非農地通知について 

第３５６号議案  農地法第３条の規定による許可申請について 

第３５７号議案  農用地利用集積計画（案）について 

第３５８号議案  農用地利用集積計画【農地中間管理事業】（案）について 

第３５９号議案  農用地利用配分計画（案）について 

  第３６０号議案  令和２年度佐世保市農地パトロール（利用状況調査）実施要領（案）につい 

           て 

第３６１号議案  令和元年度 佐世保市農業委員会事業報告（案）について 

第３６２号議案  令和２年度 佐世保市農業委員会事業計画（案）について 

第３６３号議案  農業委員会の「活動の点検・評価」（案）及び「活動計画」（案）について 

 

報告１  農地法第３条の３の規定による届出の報告について 

報告２  農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について 

報告３  農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について 

報告４  農地転用許可不要案件の受理について 

報告５  裁判所及び法務局への農地現況回答について 

報告６  都市計画法に係る開発事前審査開催状況について 

報告７  佐世保市土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱に係る事前協議開催状況につ 

     いて 

報告８  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告９  農用地利用集積・配分計画解約通知について 

報告１０ 令和元年度農地転用・移動等の総括について 

 

８ 会議の概要 

 

副 会 長   皆さま、こんにちは。佐世保市農業委員会第３５回総会を開会いたします。一、開会。 

①会長挨拶。 

 

会 長   皆さま、こんにちは。今日は３５回総会ということで、お集まりいただきましたけれ

ども、ご案内のようにコロナの対策ということで、変則的な開催となりました。スムー

ズに総会を進めてまいりたいと思います。また、私たちもかからないよう注意し、一日

も早い終息を願うところです。開会にあたりましての挨拶とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 

副 会 長   それでは②委員定足数報告を事務局よりお願いいたします。 

 

事 務 局   はい、事務局です。委員の定足数についてご報告いたします。本日は４番、長谷川委

員から欠席届が出ておりますが、委員総数１９名中、１８名の出席により、出席委員数
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が過半数を超えておりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項及び佐世保

市農業委員会会議規則第６条の規定により本総会が成立していることをご報告いたしま

す。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、本総会については、推進委員

の出席を求めませんでしたので、本日は農業委員のみでの開催となりますことを申し添

えます。以上です。 

 

副 会 長   ありがとうございました。それでは、③議事録署名人については、１８番 内野正実

委員、１９番 大宅和子委員、補充として１番 有馬秀志委員にお願いいたします。 

 

議 長   それでは早速、議事に入らせていただきます。 

第３５２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について事務局の説明を

お願いします。 

 

事 務 局   はい、第３５２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明

します。 

１番、早岐地区。借受人、貸渡人は記載のとおりです。申請地所在は、重尾町の１筆

の一部。地目は、登記畑、現況休耕地。面積は３６４㎡です。転用目的は資材置き場。

権利は、賃借権設定です。施設は、建築資材等置き場です。耕作者なし。農地区分は、

農振内白地で１０ｈａ未満小集団農地の第２種農地に該当します。参考事項としまして、

こちらは佐世保東翔高等学校近くの位置にあります。被害防除計画の内容としては、造

成計画、切土最高１ｍ。土留め工事を行う。日照通風、高さのある資材を置かないよう

にし、隣地に影響を及ぼさないようにする。排水計画、雨水は溜桝から自然流下。汚

水・生活雑排水は生じない。一般事業計画書添付。資材置場等の事業計画書添付。土地

利用計画平面図添付。預金通帳写添付。法人登記簿、定款添付。都市計画法関係は許可

不要です。 

２番、大野地区。借受人、貸渡人は記載のとおりです。申請地所在は、松瀬町の１筆。

地目は、登記田、現況休耕田。面積は２，１１２㎡です。転用目的は太陽光発電事業。

権利は、地上権設定です。施設は、太陽光パネル２７２枚、パワーコンディショナー９

台、設置面積は４４４．７６㎡です。耕作者なし。農地区分は、農振内白地で１０ｈａ

未満小集団農地の第２種農地に該当します。参考事項としまして、こちらは北池野公民

館より北に約２００ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画、整

地のみ行う。濁水等流出防止のため敷地下部に溜桝を設ける。日照通風、設備に高さが

なく、メッシュ式のフェンスを設置する。排水計画、雨水は自然流下。汚水・生活雑排

水は生じない。一般事業計画書添付。土地利用計画平面図、立面図添付。残高証明書添

付。法人登記簿、定款添付。再生可能エネルギー発電事業計画認定通知書添付。都市計

画法関係は許可不要です。 

３番、江迎地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は、江迎町中尾の

３筆。地目は、登記田、現況休耕。面積は３筆合計１，３８５㎡です。転用目的は太陽

光発電設備。所有権移転売買です。施設は、太陽光パネル２２０枚、パワーコンディシ
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ョナー５台、設置面積は４４８．８㎡です。耕作者なし。農地区分は、農振内白地で１

０ｈａ未満小集団農地の第２種農地に該当します。参考事項としまして、こちらは中尾

地区公民館より東に約２００ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、造成

計画、整地のみ行う。日照通風、パネル高を加減１．６ｍ程度。排水計画、雨水は水路

放流。汚水・生活雑排水は生じない。一般事業計画書添付。土地利用計画平面図、立面

図添付。残高証明書添付。法人登記簿、定款添付。再生可能エネルギー発電事業計画認

定通知書添付。佐世保農業振興地域整備計画変更通知書添付。都市計画法関係は非線引

き都市計画区域です。 

以上３件です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長   それでは、１番早岐地区につきましては、私の担当地区となりますので、私から報告

をさせていただきます。４月２３日に久野推進委員と現地を確認してきました。事業者

が事業の拡張のために資材置場が必要ということであり、仕方ないと見てまいりまし

た。以上です。 

次に、２番大野地区 

 

９ 番   ９番、井手です。４月２２日に牟田推進委員と現地確認を行いました。被害防除計画

どおり施工されれば問題ないだろうと見てまいりました。以上です。 

 

議  長   次に、３番江迎地区。 

 

１ ７ 番   １７番、松永です。４月２６日に小川推進委員と現地確認を行いました。周りは荒れ

ており、致し方ないと見てまいりました。以上です。 

 

議 長   以上の案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

       ３番阿波委員。 

 

３ 番   ３番、阿波です。２番の案件について、面積が２，１１２㎡に対して、設置面積が４

４４．７６㎡となっており、残りの約１，５００㎡はどのような使われ方をするのでし

ょうか。 

 

事 務 局   残りの約１，５００㎡につきましては、施設内の通路や法面等の傾斜地で利用ができ

ない部分となります。 

 

議 長   ほかにご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議 長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 
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いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議 長   賛成多数ですので、第３５２号議案については、許可相当として県に進達することと

いたします。 

       次に、第３５３号議案 農地改良届について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第３５３号議案 農地改良届について、ご説明いたします。 

１番、針尾地区。届出人は記載のとおりです。土地の所在は、針尾北町。地目は、登

記畑、現況休耕。農地面積、施工面積は７５１㎡の内の３１５㎡です。農地改良を必要

とする理由は、２枚の畑を１枚にし、効率を上げる。参考事項としまして、こちらは、

宮之浦公民館から南西に約３００ｍの位置にあります。作付計画は、カボチャ。作付予

定日は、令和３年４月１５日。工事期間は、令和２年５月１日から令和２年１０月２７

日。施工業者は記載のとおりです。土の採取場所、土の種類は、記載のとおりで、埋立

ての高さは、盛土最高１．２ｍとなっております。土の量は２５０㎥、添付書類等は記

載のとおりです。こちらは、農振外です。 

２番、針尾地区。届出人は記載のとおりです。土地の所在は、針尾北町。地目は、登

記畑、現況休耕。農地面積、施工面積は４６９㎡の内の５０㎡です。農地改良を必要と

する理由は、畑地を嵩上げし、作業効率を上げる。参考事項としまして、こちらは、宮

之浦公民館から南西に約２７０ｍの位置にあります。作付計画は、カボチャ。作付予定

日は、令和３年５月１日。工事期間は、令和２年５月１日から令和２年１０月２７日。

施工業者は記載のとおりです。土の採取場所、土の種類は、記載のとおりで、埋立ての

高さは、盛土最高０．７ｍとなっております。土の量は３０㎥、添付書類等は記載のと

おりです。こちらは、農振外です。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。１番、２番針尾地区。 

 

１  番   １番、有馬です。４月２３日に原委員と現地確認を行いました。２件とも市道の拡張

等の工事を行っているところの隣接になります。道路工事に伴い、道路から段差ができ、

作業がしにくいということで嵩上げを行うというもので、計画どおり作業を行えば、問

題ないと判断しました。以上です。 

 

議  長   以上の案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 
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いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３５３号議案については、受理することといたします。 

       次に、第３５４号議案 非農地証明願について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第３５４号議案 非農地証明願について、ご説明いたします。 

１番、早岐地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は、広田町。地目は、登記

畑、現況公衆用道路。面積は８５㎡です。願出の理由としては、昭和２５年以前から公

衆用道路として利用していた。現在も公衆用道路として利用。参考事項としまして、こ

ちらは、広田小学校から東に約１００ｍの位置にあり、市街化区域で、事由の②－１に

該当します。 

２番、日宇地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は、天神一丁目。地目は、

登記畑、現況宅地。面積は２１㎡です。願出の理由としては、昭和２１年１月１３日以

前から隣接の宅地と一体として利用していた。現在も宅地として利用。参考事項としま

して、こちらは、天神小学校から北東に約２８０ｍの位置にあり、市街化区域で、事由

の②－１に該当します。 

３番、日宇地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は、天神五丁目。地目は、

登記畑、現況宅地。面積は７３㎡です。願出の理由としては、昭和２６年頃に住宅を建

築した。現在も宅地として利用。参考事項としまして、こちらは、天神小学校から南東

に約１２０ｍの位置にあり、市街化区域で、事由の②－１に該当します。 

４番、日宇地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は、天神三丁目。地目は、

登記畑、現況用悪水路。面積は５７㎡です。願出の理由としては、昭和５８年１０月２

７日に現況用悪水路として非農地証明発行済み。現在も用悪水路として利用。参考事項

としまして、こちらは、西天神バス停から南東に約２００ｍの位置にあり、市街化区域

で、事由の②－３－７に該当します。 

５番、宇久地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は、宇久町平。地目は、登

記畑、現況宅地。面積は２９４㎡です。願出の理由としては、昭和５８年１０月２９日

付、転用目的宅地として農地法第５条許可済み。昭和５８年１１月２８日目的どおり住

家完成。現在も宅地として利用。参考事項としまして、こちらは、宇久行政センターか

ら東に約７００ｍの位置にあり、農振内白地で、事由の②－３－３に該当します。 

以上５件です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、１番早岐地区につきましては、私の担当地区となりますので、私から報告

をさせていただきます。４月２３日に久野推進委員と現地を確認してきました。ここは

私が小さい時から既にバスも通るような道となっており、問題ないと見てまいりまし

た。以上です。 

次に、２番から４番日宇地区。 
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６ 番   ６番、浦です。４月１９日に磯本推進委員と一緒に見てまいりました。３件とも市街

化区域です。２番の案件は宅地として利用されており、問題ありません。同じく３番の

案件につきましても宅地として利用されておりまして、問題ありません。４番の案件つ

きましては、宅地の中の水路として利用されているところで、これも問題ありません。

以上です。 

 

議  長   次に、５番宇久地区。 

 

１ ５ 番   １５番、西尾です。４月２４日に菅推進委員と現地確認を行いました。願出のとおり、

過去に転用許可を受けており、その後地目を変えていなかったということですので問題

ありません。以上です。 

 

議  長   以上の案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３５４号議案については、非農地証明書を交付することといた

します。 

       次に、第３５５号議案 非農地通知について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、説明の前に、削除をお願いします。三川内地区の２１番の分です。よろしくお

願いします。 

それでは、第３５５号議案 非農地通知について説明いたします。 

今回の非農地通知案件は、最終合計で２０７筆、面積９，９７５.６４㎡となってい

ます。これまでの利用状況調査の結果、Ｂ判定、山林または原野としていたものです。

本総会で承認していただいた分については、所有者に対し非農地通知書を発出し、併せ

て関係機関に非農地リストを提出いたします。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   この案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 
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議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。２１番を除いて賛成の農業委員の

方は挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議 長   賛成多数ですので、第３５５号議案について、２１番を除いて非農地通知を発出する

こととします。 

次に、第３５６号議案 農地法第３条の規定による許可申請について事務局より説明

をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第３５６号議案 農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたし

ます。 

１番、江上地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地指方町の１筆、地目は

登記田、現況田。面積１，６７６㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転売買、譲受

人の経営状況等は記載のとおりです。 

２番、江上地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地指方町の２筆、地目は

登記田及び畑、現況田。面積合計１，９２８㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転

売買、譲受人の経営状況等は記載のとおりです。 

３番、相浦、九十九地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地船越町の１筆、

地目は登記畑、現況畑。面積９８６㎡、農振外区域、権利の種類は所有権移転売買、譲

受人の経営状況等は記載のとおりです。 

以上３件、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たすも

のと考えます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。１番、２番、江上地区。 

 

２  番   ２番、川上です。４月２４日に、北村推進委員と現地を確認しました。１番につきま

しては、長年、譲受人がレンコンを耕作されているところで、譲渡人が体調不良のため

譲渡するものです。次に２番も、譲渡人の都合で譲渡するもので譲受人が耕作する土地

の隣接地となります。２件とも問題ありません。以上です。 

 

議  長   次に、３番相浦、九十九地区。 

 

１ ２ 番   １２番、冨川です。４月２４日に伊賀﨑委員と現地を確認しました。売買の価格が高

く設定されているため、譲受人に話を聞いたところ、譲渡人との間で決定したものとの

ことでした。特に問題はありません。以上です。 

 

議  長   以上の案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 
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委 員   （なし） 

 

議 長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いし

ます。 

 

農業委員      （挙手多数） 

 

議 長   賛成多数ですので、第３５６号議案について、許可することとします。 

次に、第３５７号議案 農用地利用集積計画（案）について事務局の説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局   はい、第３５７号議案 農用地利用集積計画（案）についてご説明いたします。 

利用権の設定は、針尾地区１件、宮地区１件、三川内地区３件、中里地区１件、吉井

地区４件、世知原地区４件、江迎地区６件、鹿町地区２件の計２２件。解除条件付きの

利用権設定は、吉井地区１件。所有権の移転は、宮地区１件、全体で２４件の集積です。

氏名並びに権利の内容等につきましては、記載のとおりです。 

なお、利用権設定の１３番につきましては、田中委員の案件になりますので、この件

を先行した形で、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   １３番世知原地区については、田中委員の案件ですので、先に審議します。田中委員

は一時退室をお願いします。 

 

～田中委員退席～ 

 

議  長   １３番について、質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   それでは、１３番の採決に入ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   １３番の案件につきましては、承認いたします。田中委員につきましては入室し、着

席してください。 

 

～田中委員着席～ 

 

議  長   はい、それでは１３番を除く案件につきまして、何か質問がある方はいらっしゃいま

すか。 
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委  員   （なし） 

 

議  長   それでは、１３番を除く案件についての採決に入ります。賛成の農業委員の挙手をお

願いします。 

 

農業委員  （挙手多数） 

 

議  長   それでは、第３５７号議案の農用地利用集積計画がすべて承認されましたので、（案）

を削除してください。 

       続きまして、第３５８号議案 農用地利用集積計画【農地中間管理事業】（案）に       

ついて事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   第３５８号議案 農用地利用集積計画【農地中間管理事業】（案）について、ご説明

いたします。 

農地中間管理事業に係る利用権設定につきまして、宮地区２件、柚木地区１件、吉井

地区１件、世知原地区１件、江迎地区１件で、合計６件の申し出がありました。氏名並

びに権利の内容等は、記載のとおりです。 

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長   この件について質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   ありがとうございます。第３５８号議案の農用地利用集積計画【農地中間管理事業】

を承認します。（案）を削除願います。 

次に、第３５９号議案 農用地利用配分計画（案）について、事務局より説明をお願

します。 

 

事 務 局   第３５９号議案 農用地利用配分計画（案）について、ご説明いたします。 

農地中間管理事業に係る農用地利用配分につきまして、宮地区４件、早岐地区１件、

柚木地区４件、吉井地区１件、世知原地区１件、江迎地区１件で、合計１２件計画され

ています。 

こちらは、佐世保市長より、農業委員会に対して、利用配分計画を受ける者が妥当で



11 

 

あるかの意見照会がなされたもので、第３５８号議案で審議された農用地利用集積計画

の公告が完了した後に、総会での審議結果を農業委員会の意見として農業畜産課へ回答

いたします。 

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長   この件について質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   ありがとうございます。第３５９号議案については承認されましたので、審議結果を

農業委員会の意見として農業畜産課へ回答いたします。 

       続きまして、第３６０号議案 令和２年度 佐世保市農地パトロール（利用状況調査）

実施要領（案）について、事務局より説明をお願します。 

 

事 務 局   第３６０号議案 令和２年度佐世保市農地パトロール（利用状況調査）実施要領（案）

についてご説明いたします。 

例年、農地の利用状況調査を実施する際に、調査の期間、実施体制などについて、同

様の実施要領を定めており、今回の議案は令和２年度版の実施要領となります。今回の

説明についてですが、総会審議事項であります「実施要領（案）」と併せて、調査方法

等についてもこの場をお借りしてご説明させていただきます。また、地図等の調査用品

に関してですが、現在、県に対して事業計画を提出し交付金の割当内示を待っている状

況であり、現時点では予算執行が出来ないため、調査用品等については、後日、準備が

整い次第お渡しいたしますことをご了承ください。 

それでは、「総会資料」の２５～２７ページをご覧ください。 

まず、第２条において、５月から８月を農地パトロール月間と設定しています。 

次に、第５条において、必要に応じて「地域の農地事情に精通している者」＝協力員

を設置できるとしていますので、協力員について、設置したい地区がございましたら、

担当までご連絡下さい。協力員の推薦につきましては、農業委員の署名でお願いします。

なお、協力員には、１時間あたり１０００円を上限に、予算の範囲内で手当てを支給し

ます。 

次に第８条に記載のとおり、農業委員、最適化推進委員においては、利用状況調査の

毎月の活動状況を「農地利用最適化推進業務活動報告書」に記録し、翌月初旬を目途に

して提出をお願いします。また、後日になりますが、全国農業会議所等が定める「令和

２年度 農地パトロール実施要領」において、重要な追加項目がありましたら、佐世保
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市版実施要領も修正するとともに皆さまへお知らせします。 

実施要領（案）については以上です。続きまして「補足説明資料」をご覧ください。

１「調査の実施について」ということで、調査期間等について記載しています。なお、

２ページから４ページに「利用状況調査の留意事項について」を記載していますので、

地図への記載方法や、耕作・管理がなされている箇所には何もつけないなど、確認いた

だきながら調査をお願いします。判断が難しい農地については、事務局も一緒に現地確

認しますので、ご不明な点はご連絡ください。 

１ページに戻りまして、次に、２「協力員の設置等について」ですが、５～６ページ

に、協力員の推薦書、承諾書の記入例を記載しています。５ページの「推薦書」につい

ては、農業委員にて記入をお願いします。６ページは、協力員からの「承諾書」となり

ます。「推薦書」と「承諾書」については、２枚セットで事務局担当まで、５月２２日

（金）までに必ずご提出をお願いいたします。 

１ページに戻りまして、次に、３「利用状況調査の報告書について」ご説明します。

農業委員・推進委員においては「農地利用最適化推進業務活動報告書」を、協力員にお

いては、「利用状況調査報告書」に記録し提出をお願いします。７～８ページにそれぞ

れ記入例を記載していますのでご確認ください。推薦書、承諾書、協力員用の報告書の

用紙を、本日、封筒に入れてお配りしております。 

１ページに戻りまして、次に、４「農地利用状況調査（遊休農地対策事業）のスケジ

ュール」についてですが、調査実施から利用意向調査、農地中間管理機構への通知まで

のスケジュールを記載しております。なお、本日配付の資料につきまして、地区推進委

員へお渡しいただくとともに、今回ご説明差し上げました内容についてもお伝えいただ

ければと考えております、大変お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。 

補足としまして、今回７月の改選におきまして退任される委員の方におかれましては、

引き続き協力員としてご協力をよろしくお願いします。 

以上、第３６０号議案の説明となります。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長   この件について質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   先ほど事務局から説明がありましたように、改選時期ですので代わられる方はご協力

をお願いします。 

異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３６０号議案は、承認されましたので、（案）を削除願います。 

次に、第３６１号議案 令和元年度 佐世保市農業委員会事業報告（案）について、
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第３６２号議案 令和２年度 佐世保市農業委員会事業計画（案）について、及び、第

３６３号議案 農業委員会の「活動の点検・評価」（案）及び「活動計画」（案）につい

ては、一括で審議を行います。事務局より説明をお願します。 

 

事 務 局   まず、第３６１号議案 令和元年度事業報告（案）について、ご説明いたします。 

この事業報告につきましては、次の議案「令和２年度事業計画」及び「活動の点検・

評価及び活動計画」と同じく、佐世保市農業委員会の運営の透明性を確保するために、

農業委員会等に関する法律第３７条の規定により、総会の議決を経て公表するものであ

ります。公表の方法は佐世保市のホームページで公表をいたします。 

なお、議事時間短縮のため、読み上げについては割愛させていただき、説明を簡略い

たしますのでご了承ください。 

別冊の第３６１号議案の１ページをお開きください。 

Ⅰ会議についてです。１総会の開催状況を１ページから５ページに記載しています。

審議案件の件数については、５ページの表のとおりです。次に、２小委員会については、

５つの小委員会を設置し活動しました。（１）農政対策推進検討委員会、（２）情報提供

対策委員会、（３）農地利用最適化対策委員会【農地集積】と（４）農地利用最適化対

策委員会【荒廃農地】、（５）農業者年金推進対策委員会において、それぞれ記載のとお

り協議をしました。 

次に、Ⅱ事業です。７ページをお開きください。１農地等の利用の最適化推進業務に

ついてです。（１）遊休農地の解消では、（農地の）利用状況調査及び（遊休農地所有者）

意向調査を記載のとおり実施しました。（２）認定農業者農地集積助成金、（３）農地の

流動化、（４）ブロック会議開催についての実績は記載のとおりです。２農地の無断転

用の防止については、無断転用防止チラシを市内に配布し、「広報させぼ」８月号に啓

発記事を掲載しました。９ページになりますが、３農業者年金業務、４広報活動、５家

族経営協定締結推進、６国有財産の管理事務についての活動及び実績は記載のとおりで

す。 

最後に、Ⅲその他です。１全国農業新聞普及拡大、２佐世保市認定農業者協議会との

意見交換会、３令和元年度地区別農業委員等研修会、４令和元年度農業委員会視察研修

について、記載のとおり実施しております。 

以上が、令和元年度佐世保市農業委員会事業報告（案）でございます。 

引き続き、第３６２号議案 令和２年度農業委員会事業計画（案）について、ご説明

いたします。 

別冊の第３６２号議案の１ページをお開きください。前段に農業情勢や基本的な考え

方を記載しております。 

Ⅰ会議等について、１総会は毎月１回、２７日を基準として開催いたします。２役員

会は、会長・副会長において必要に応じ開催いたします。次に、２ページをお開きくだ

さい。３小委員会については、５つの小委員会を設置し検討・協議をしていきます。な

お、委員改選時の７月までは、小委員会の委員のメンバーは現行の体制でいきたいと考

えております。各小委員会の第一回目の開催は５月の総会終了後、実施したいと考えて
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おります。研修会については、必要に応じ開催していきます。 

次に、Ⅱ農地等の利用の最適化の推進に関する意見書提出についてですが、必要が生

じた場合は、協議のうえ、行政機関等に意見書の提出を行ってまいります。 

Ⅲ事業について、１農地等の利用の最適化推進業務では、（１）担い手への農地集

積・集約化を目的とした①利用関係の調整と利用権設定の推進、②中間管理事業との連

携活動、③人・農地プランの話し合いへの参加を行っていきます。次に３ページをお開

きください。（２）遊休農地の発生防止・解消については農地の利用状況調査・意向調

査を実施していきます。（３）新規参入の促進活動については、関係機関との連携を図

りながら相談対応を行っていきます。（４）農地等の利用の最適化の推進会議について

は、必要に応じ地区別ブロック会議等を開催していきます。２農地の無断転用の防止に

ついては、（１）農地パトロール、（２）無断転用防止の啓発、（３）無断転用の指導強

化の活動を例年どおり行っていきます。次に４ページをお開きください。３農業者年金

業務については、（１）加入推進、（２）現況届、（３）相談会などの各事業を行ってい

きます。次に５ページをお開きください。４広報活動については、農業委員会だよりを

発行し、情報提供を図っていきます。５家族経営協定締結推進については、本年度も目

標を５家族とし、締結に向けて推進していきます。６国有財産の管理事務については、

年１回の現地確認を行い、適切に管理していきます。 

次に、Ⅳその他ですが、１全国農業新聞普及拡大については、委員１人あたり２部以

上の購読を推進していきます。年間の購読目標部数は２５６部としています。 

以上が、令和２年度佐世保市農業委員会事業計画（案）でございます。 

次に、第３６３号議案 農業委員会の「活動の点検・評価」（案）及び「活動計画」

（案）について、ご説明いたします。 

こちらは、令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価と、令和２年度

の目標及びその達成に向けた活動計画について、国の様式に基づいて作成、整理し、

国・県へ報告及び公表を行うものです。 

まず、令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について、ご説明い

たします。 

Ⅰの農業委員会の状況について、本市の農家・農地等の概要、農業委員会の体制、委

員数などについて記載しています。 

次のページをご覧ください。Ⅱ担い手への農地の利用集積・集約化について、記載し

ています。令和元年度の目標１，４４１ｈａに対し、１，４４２ｈａの集積実績となっ

ており、１００．１％の達成状況となっております。これは、農地中間管理事業を活用

した農地の集積面積が多かったことが要因と考えております。 

次のページをご覧ください。Ⅲ新たに農業経営を営もうとする者の参入促進について、

記載しています。令和元年度における新規参入経営体は、目標７経営体に対し、５経営

体の実績で、達成状況は７１．４％。参入面積の達成状況は２，９７０％となっており

ます。この面積増については、宇久メガソーラー事業に伴う営農型パネル設置に係る集

積面積が多かったことが要因となっております。 

次のページをご覧ください。Ⅳ遊休農地に関する措置に関する評価について、記載し
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ています。解消目標５３ｈａに対し、４．８ｈａの解消実績となっており、達成度は９．

１％にとどまっております。 

次のページをご覧ください。Ⅴ違反転用への適正な対応についてです。違反転用への

適正な対応についてですが、令和元年度末の違反転用面積は１．３３ｈａとなり、昨年

度末より０．０２ｈａの是正となっています。 

一度に全ての案件の是正や整理は困難ですが、今後も根気強く、地道に対応していき

たいと思います。 

次のページをご覧ください。Ⅵ農地法等によりその権限に属された事務に関する点検

についてです。農地法第３条、第４条、第５条の許認可の実績や農地所有適格法人から

の報告実績、農地の賃貸借関係の実績を記載しております。 

１枚めくりまして、次のページをご覧ください。 

令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）です。 

Ⅰの農業委員会の状況は、管内の農家数等農水業センサスに基づき作成しております。

農業委員会の現在の体制として、委員定数を記載しております。 

次のページをご覧ください。Ⅱ担い手への農地の利用集積・集約化について記載して

おります。管内の農地の担い手への集積率の更なる向上のため、委員一人２ｈａの集積

を目指し、７４ｈａという目標を掲げて活動してまいります。 

Ⅲの新たな農業経営を営もうとする者の参入促進については、過去３年間で一番多か

った昨年度の数字５経営体を令和２年度の目標として事業を展開していく予定です。 

次のページをご覧ください。Ⅳ遊休農地に関する措置についてです。管内のＡ分類荒

廃農地面積を７年で解消することを基準とし、５３ｈａを目標面積として設定しており

ます。目標達成の基礎となる農地の利用状況調査、利用意向調査は、委員の皆様のお力

なしには実現できませんので、今年度もご協力をお願いいたします。 

Ⅴ農地の違反転用への適正な対応についてです。現在、対応中や指導中の違反転用案

件の全てを是正する方針で計画を作成しております。 

まとめての説明でしたが、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   以上の案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

       １５番、西尾委員。 

 

１ ５ 番   １５番、西尾です。第３６３号議案の中で、遊休農地の調査実施期間が７月から８月

になっていますが、先ほどの第３６０号議案では、５月から８月となっています。統一

したほうがよいのではないですか。 

 

事 務 局   利用状況調査実施期間の５月から８月で統一しますので、実施計画については訂正さ

せていただきます。 

 

議 長   ほかにご意見等ある方はいらっしゃいますか。 
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委  員   （なし） 

 

議 長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３６１号議案、第３６２号議案及び第３６３号議案は、すべて

承認されましたので、（案）を削除願います。 

 これで、議案審議が終了しましたので、報告に移ります。 

報告１ 農地法第３条の規定による許可申請の局長専決許可報告について事務局の説

明をお願いします。 

 

事 務 局   報告１ 農地法第３条の３の規定による届出について、報告いたします。 

江上地区１件、佐世保地区１件、宇久地区２件の計４件相続の届出を受理しておりま

す。 

以上報告いたします。 

 

議  長   報告２ 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告に

ついて事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、報告２ 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理

報告について、ご説明いたします。 

 令和２年３月２３日及び３月２７日付局長専決事項として、柚木地区２件、相浦、九

十九地区１件の計３件を受理しております。 

以上、ご報告いたします。 

 

議  長   報告３ 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告に

ついて事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、報告３ 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理

報告について、ご説明いたします。 

 令和２年３月２３日、２７日、３０日及び４月１４日付局長専決事項として、江上地

区１件、早岐地区１件、日宇地区２件、柚木地区１件、相浦、九十九地区２件の計７件

受理しております。 

 以上、ご報告いたします。 

 

議 長   報告４ 農地転用許可不要案件の受理について事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局   はい、報告４ 農地転用許可不要案件の受理について、ご説明します。 

農業用倉庫等の農地転用許可不要案件として、江上地区２件、早岐地区１件、宇久地

区１件の計４件を受理しております。以上、報告いたします。 

 

議  長   報告５ 裁判所及び法務局への農地現況回答について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、報告５ 裁判所及び法務局への農地現況回答について、ご説明します。 

法務局における地目変更登記申請に伴い、江迎地区１件の現況照会があり、地区の委

員及び事務局職員で現地調査を実施した結果、現況非農地として法務局に回答しており

ます。 

以上、報告いたします。 

 

議  長   報告６ 都市計画法に係る開発事前協議開催状況について事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事 務 局   はい、報告６ 都市計画法に係る開発事前協議開催状況について、ご説明します。 

都市計画法に係る開発事前審査会が、令和２年３月２６日に早岐地区１件について開

催されております。 

以上、報告いたします。 

 

議  長   報告７ 佐世保市土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱に係る事前協議開催

状況について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、報告７ 佐世保市土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱に係る事前協

議開催状況について、ご説明します。 

指導要綱に係る事前審査会が、令和２年３月３日に日宇地区１件について開催されて

おります。 

以上、報告いたします。 

 

議  長   報告８ 農地法第１８条第６項の規定による通知について事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事 務 局   報告８ 農地法第１８条第６項の規定による通知について、ご説明いたします。 

農地法第１８条の規定に基づく利用権の合意解約について、世知原地区１件、江迎地

区６件、鹿町地区１件を受理しております。 

以上報告いたします。 

 

議  長   報告９ 農用地利用集積・配分計画解約通知について事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局   報告９ 農用地利用集積・配分計画解約通知について、ご説明いたします。 

農用地利用集積・配分計画について、宮地区１件、早岐地区４件、柚木地区５件、江

迎地区２件での解約通知を受理しております。 

以上報告いたします。 

 

議  長   報告１０ 令和元年度農地転用・移動等の総括について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、報告１０ 令和元年度農地転用・移動等の総括について、ご説明します。 

令和元年度中に審議した件数を取りまとめて掲載しておりますので、ご確認願います。

以上、報告いたします。 

 

議  長   以上で報告案件が終わりましたので、その他に移ります。 事務局、お願いします。 

 

事 務 局   【第２４期農業委員会委員・農地利用最適化推進委員の検討状況について】 

       【新型コロナウイルス感染拡大防止対策について】 

 

議 長   以上で本日の総会を終了したいと思います、副会長からご挨拶をお願いします。 

 

副 会 長   本日は、長時間にわたり慎重にご審議をいただき、ありがとうございました。これを

もちまして、第３５回総会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


